
高齢者医療と市町村国保の運営のあり方について

○ 新たな輛!度のあり方め検討に当たつての基本的な考え方(6原則)において、『マニフエストで掲げている「地

域保険としてのァ元的運用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を構築する』としているところ。

O平成22年度に国保制度の見直し(参考資料参照)の一環として、市町村国保の広域化を進めることとしてい

る中で、今後、高齢者医療と市町村国保のT体的な運営を図つていくことについて、どのように考えるか。

○ 同一地域に年齢で区分された2つの地域保険が併存している状況を解消することができる。

○ 高齢者医療と市町村国保を都道府県単位で運営することにより、財政運営の安定化を図ることが

できる。

o現 在の後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る財政調整、市町村国保については、それぞれ財

源や仕組みが異なる中で、どのような財政運営の仕組みを設けることが適切か。

○ 世帯主がまとめて保険料を納付している市町村国保と一体的な運営を図ることにより、後期高齢者

医療制度において個人単位で保険料を徴収したことにより生じた問題点を解消できる。

○ 市町村国保では、保険料額にバラつきがある(同一都道府県内の市町村国保における被保険者

一人当たりの平均保険料額の格差は、最大約3倍 )中で、どのようにして保険料基準・額の統一を図

るべきか。

○ 市町村国保では、収納率の向上が大きな課題となつている中で、財政運営は都道府県単位とした

場合、どのようにして市町村が収納対策に責任を果たすことのできる仕組みを設けることが可能か。

O世帯員が年齢で区分されず、同じ制度1手加入することにより、高額療養費において不利益を被る事

例が解消できる。      ・

〇 市町村国保では、保健事業の推進による医療費の適正化が大きな課題となつている中で、財政運

営は都道府県単位とした場合、どのようにして市町村が保健事業に責任を果たすことのできる仕組

みを設けることが可能か。
25



市町村国保の運営の広域化・地方分権の推進

・:平成22年度の国保制度見直し案 (骨子)

(3)都道府県内の標準設定
・保険者規模別の収納率目標
・赤字解消の目標年次
0標準的な保険料算定方式
0標準的な応益割合 など

(参考)「広域化等支援方針(仮称)」 が策定された都道府県については、次の措置を講じる。

① 保険料収納率が基準を下回る市町付国保に対する国の交付金の減額措置の廃止

② 広域化等支援基金の都道府県による使用の容認 (広域化等支援方針策定経費への支出等)

26

支援方針を策定。3～ 5年程度の

平

3

○ 平成22年度の国保制度の見直しのす環として、市町村国保の広域化を以下のとおり図ることとしているが、こう

した現行の国保制度の広域化の推進と、高齢者医療制度における見直しとの関係について、どのように考えるか。

○ 地方分権改革推進委員会第3次勧告(※ )で指摘された規定については、勧告に従つて廃止。

※地方分権改革推進委員会第3次勧告(概要)(平成21年 10月 7日 )

・ 市町村が保険料率の変更や任意給付の創設をする場合などにおける都道府県知事への事前協議義務 → 廃止すべき

。医療費が著しく高額として厚生労働大臣の指定を受けた市町村による運営安定化計画の策定義務 → 廃止すべき

○ 民主党マニフエストで盛り込まれた地域保険としての一元的運用の方向性及び地方分権改革推進要綱 の

趣旨を踏まえ、市町村国保の都道府県単位化を進めるための環境整備として、新たに都道府県の判断により、

以下のことを実施できることとする。

① 保険財政共同安定化事業の拡大(対象医療費のラ1下げ等)

②「広域化等支援方針(仮称)」 の策定

○「地域保険としての一元的運用」のあり方については、高齢者医療制度の見直しにあわせて議論を行う。



「費用負担のあり方」に関する論点と各委員の主な御意見

新たな制度がどのような制度になるとしても、高齢者の医療費は、公費・高齢者の保険料・若人の保険

料・患者負担の組み合わせで支えることになるが、以下の論点について、どのように考えるか。

1.公費のあり方について
これまでの委員の主な御意見主な論点

嘲脚曇饂ドヽ

鰐鷺翻椰欄躙凩源のあり方を検討すべき。(ノlヽ林委員)

・
4
・
ぶ轟摯鋪軒静i7難氏滋 、14皇鶴ぎ
員)

驀 繭  電雛 銹 夢

○ 新たな制度における公費のあり方について、どのように考える

か 。

・ 現行の後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者

の医療給付費に対して約5割の公費を投入。

・ 後期高齢者医療制度における公費の負担割合は、国、都道

府県、市町村が、4:1:1。

・ 65歳～74歳の高齢者の医療給付費については、若人と同様、

市町村国保では約5割、協会けんぼでは 13%(来年度から

16.4%)の公費が投入。

<池上案の論点>
・ 所得等に着日した全年齢リスク構造調整とした場合、公費の役割が

薄まるのではないか。

そ対馬案(健保連)の論点>
・ 65歳から74歳の高齢者の公費負担割合を5割とした場合、新たに

1.2兆円の公費が必要となる。

<小島案(連合)の論点>
・ 70歳以上の高齢者の公費負担割合を5割とした場合、新たに多観
の公費が必要となる。

・ 比較的高所得な被用者保険のOBに、国保に加入する高齢者と同

様に公費を投入することは適当か。

<宮武案の論点>
・ 高齢者の公費負担割合についてどのように考えるか。



2.若人の保険料について

これまでの委員の主な御意見
主な論点

・ 新たな制度においては、事業主の負担が現状を下回らない

制度とすべき。(阿部委員)

運I]覇蓼曹諧 Ittξ課1凡
田委員 )

t「馨薫匿譴 者桑免亀製晨U誦 翻 郷 訴 層胤

制度となることが重要である6(′l｀林委員)

懇1鰐鮨躍曇夕國翻霧暴[Rξ争長
き。(宮武委員)

員)

1珈柵 濶 晟:
(三上委員)

○ 新たな制度における若人の保険料による負担(支援金)について、国

保と被用者保険間、被用者保険内での按分方法をどのように考えるか。

・ 現行制度においては、75歳以上の高齢者の医療給付費の約4割を

支援金による負担としている。

・ 現行の後期高齢者支援金。前期高齢者の財政調整制度においては、

国保と被用者保険は所得捕捉が異なることから加入者数で按分してい

る。
:被用者保険者間でも加入者数で按分してきたが、平成22～ 24年度

の特例措置として、後期高齢者支援金の1/3については、総報酬割

により按分することとしている。(改正法案を今国会に提出中)

○ 社会保障・税に関わる番号制度の検討状況を踏まえ、国保と被用者

保険間の按分方法は改めて検討すべきではないか。

<池上案の論点>
・ 国保保険者間、被用者保険者間での財政調整は、総報酬割が可能である

が、国保と被用者保険者間では、公平な所得捕捉の実現が前提となるため、

当面は年齢構成の違いのみによる調整となる。

<対馬案(健保連)の論点>
・被用者保険間の支援金の按分方法を総報酬割とすることについて、65歳

以上に5割の公費が投入されることを前提としていることをどのように考える

か 。

<小島案(連合)の論点>
口被用者保険が比較的所得の高い被用者OBのみを支えることについて、ど

のように考えるか。

<宮武案の論点>
・ 被用者保険者間の支援金の按分方法について、どのように考えるか。

０
０



高齢者の保険料について

これまでの委員の主な御意見

l専島墓穏異昇級蓬サ1謡薔違炉計旦」奮原
則とし格差のな

組電甚境矮負12桑虜な良ξ滉童罐 望
に

樋口委員)

朧 I隕珈聯
委員、神田委員)

"蠣
辮熙誓鞭ξ貴警毬

屋ρ理暫:裔磁曇lなる。(堂本委員)・
恣嘔 鱒「 8:[籐処ン●
・高齢機 見量襟騨 3翌象総霧雷ξ俊峯ザ梨亀甘

(三上委員)

○ 新たな制度における高齢者の保険料の負担割合について、どのように

考えるか。        、

・ 現行の後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者の医療

給付費の約1害1(低所得者等への保険料軽減措置により,実質約7%)

を保険料としている。

・ 65歳から74歳の高齢者については、それぞれが加入している医療

保険の保険料率によることとなつている。(負担割合の平均は、約3割 )

○ 今後の人口構成に占める高齢者と若人の比率の変化を考慮し、どの

ような調整の仕組みを設けるべきか。

・ 現行の後期高齢者医療制度においては、「若人人口の減少」による若

人一人当たりの負担の増加分について、75歳以上の高齢者と若人と

で半分ずつ負担する仕組みとしている。

○ 高齢者と若人の一人当たりの医療費の伸びについては、どちらが高い

か見込むことが困難となつている状況も踏まえて、伸びの違いが生じた

場合を考慮し、どのような仕組みを設けるべきか。

<池上案・ノト島案(連合)の論点>
・ 高齢者と若人の負担割合が不明確になることについて、どのように考えるか。

<対馬案(健保連)の論点>
・ 公費以外の部分を、高齢者と若年者の人数比で按分することとした場合、制

度発足時は高齢者の負担が減少し、若年者の負担が増加する一方、今後、現

行制度と比較すると、医療費の増加に比例し、高齢者の負担の増加率の方が

大きくなつていくことをどう考えるか。

<宮武案の論点>
・ 65歳以上の高齢者の負担割合を、現行の75歳以上の高齢者の負担水準と

した場合、若人の負担か公費が増加することとなる。

・ 75歳以上の高齢者の負担割合を、現行の65歳から74歳の高齢者の負担 `

水準とした場合、71歳以上の高齢者の負担が増加することとなる。



4.患者負担のあり方について

これまでの委員の主な御意見主な論点

:新たな制度の給付は必要な医療を保障し、65歳未満は8割給付、65歳以上は9割給

付とすべき。(阿部委員)

・ 窓ロー部負担は、保険制度の種類に関わらず70歳以上は一律で1割負担とすべき。

(60歳以下2割負担)(小島委員)

・ 国民皆保険を守る観点から、高齢者にもその負担能力に応じた適切な負担を求めるベ

き。(齊藤委員)(再掲)

・ 国民皆保険制度では、世代間の連帯が重要である。若い方の負担が高齢者より大きい

かどうかを比較するのではなく、国民の一生涯を見据えた公平を考えていく必要がある。

(堂本委員)(再掲)

・高
雪息t鋼聾霊駆確を結講諄鶴藻饗鍵現轟碁喜々

掲 )

、高〒讐翻鞘搬鶴爾貯鵞:難1・ 自己負担については、無駄な受診を減らし

られてきたため、低所得者ほど窓口負担が大きいことを理由に受診を控えているという実

態がある。自己負担が大きいことは病院への治療費未払いの原因の一つにもなつている。

新たな制度においては、自己負担を今よりも引き下げる方向で考えるべき。(近藤委員)

・ 患者負担については、負担の公平性の観点から3害1が限界である。現行の高齢者の負

担割合は、原則として、70～ 74歳は2割、75歳以上は1割であるが、どの程度の患者負

担が世代間の公平の観点から適当であるかという議論をすべき。(知事会(西川代理))

・
蔵 留 鋸 尉 糧 甜 翠 ξ 糧駅 考1米鷺

～

2割、それ以外は3割となつて

・ 現役並み所得者の患者負担については、現役と同じ3割というのは非常に苦しいものか

もしれない。まず2割負担にして、さらに高額療養費等の適用のところで工夫すべきでは

ないか。(対馬委員)

○ 新たな制度における患者負担割合につい

て、どのように考えるか。

・現行制度における法律上の患者負担割合

75歳以上:1割 ※

70歳～74歳 :2割 (予算措置で1割に凍結中)

※70歳未満:3割

※ 現役並み所得者は3割

・ 患者負担割合を変更した場合の医療給付

費の影響額

70歳～74歳 :1割で恒久化 キ2,000億 円

2割で恒久化 -1,600億 円

65歳～69歳 :3割 → 2割 +3,500億 円

3割 → 1割 +7,200億円

ｎ
υ



「保険料・給付・医療サービス等のあり方」に関する論点と各委員の主な御意見

保険料のあり方について

これまでの委員の主な御意見

「 嵩齢者の尊厳を守り、低所得者や障害者にとつて温かみのある制

・
』鰤戦賑喜「1ぎ黒鯖霧誡 ミ、鱗
.電輩鮭尊1裏蘇:i瞑磐虐襲廃矮]に応じた適

」を原則とし、格差のない料率

・

膨 鳴 富夕円 雪 i3綿 鷺 魚を塁 現 駆 電 喜お詈

齢者が一定の負担をすべき:(樋口委員 )

・ 地域保険として国保が受け

11:董嚢菖

'ば

現`在の世帯単位での

口後期高齢者医療制度における個人単位の保険料賦課は、世帯単

彗11唇蔀辟県雹塁雀↑蓄禽墓賃F険
料は、世帯主に賦課すべ

口高齢者の医療保険は保障の理念が重要であり、保険料の上限の

.量屏h」吼雲輛雉鮒島』tξ譲沐 民よ電融円より

.1    ■まltil籍停貰菫程寒躙 統
・
…
憮 悩 は職域保険と同額まで弓|き上げるべき。幅
口委員、阿部委員)

○ 制度の枠組みによつては、高齢者は地域保険又は被用者保険

|=加入することとなるが、
・ 地域保険に加入する方は、

8η分彗Ⅷ 菫7鷲乳全雪√京饒 まであ方砿

9脚獅剛  鵬
・ 被用者保険にカロ入する方は、現役世代と同様の保険料

o聰 薯選療制度においては、保険料を個人単位で賦課・

警怪拠轟黒蘇:ゝ入する方の保険料は、一括して世帯主に導課

.塩富薯漠復嵩 薄 れ の保険料は、被保険者から賦課し、

徴収することでよいか。

世代と同じ上限とすることでよいか。



これまでの委員の主な御意見

臆 躙 露諫汁艘麒濫 凛象
つ

なくなつた方の取扱いについても考慮する必要がある。(樋口委

員 )

○保険料の徴収方法

・保険料の徴収のあり方として、年金天弓|きか口座振替にするか

は、年金受給者については選択制にすることが適当である。(小

島委員)

○ 地域保険にカロ入する低所得の方の保険料の軽減措置をどのように

すべきか。その際、介護保険との整合性をどのように考えるか。

・後期高齢者医療制度の低所得者の保険料軽減措置については、

施行当初は、「保険料の均等害1;フ割・5割・2割軽減」であつたが、

施行後の見直しにより、「保険料の均等割;9割・8.5害 1・ 5割・2割

軽減、所得割:5割軽減」となつている。

・ 市町村国保の低所得者の保険料軽減措置については、「保険料

め応益割 (均等割及び平等割);7割・6割・2割軽減」となつている。

※ 各制度の最も低い保険料額 <全国平均の月額>
・ 後期高齢者医療制度 ; 約350円 (均等割;9割軽減)

・ 市町村国保    ;約 1,000円 (均等割;7害1軽減)

・ 介護保険     ;約 2,000円 (基準額:5割軽減)

○ 被用者保険の被扶養者が地域保険に加入する場合、保険料の軽

減措置をどのようにすべきか。その際、軽減措置がない国保の世帯

員との公平性をどう考えるか。

・ 後期高齢者医療制度1手おいては 当ヽ初は、制度カロ入時から2年間

の軽減措置(均等割i5吉1軽減)を講じることとしていたが、施行後

の見直しにより、『保険料の均等割;9割軽減」となつている
`:被扶養者の保険料の軽減措置は、需1度加入時に被扶養者であつ

たことにより対象としているが、その後t扶養関係がなくなつた方の

取扱いについても考慮する必要がある。

○ 後期高齢者医療制度みび市町村国保(65歳以上の被保険者のみ

が加入する世帯)の保険料の徴収においては、現在、年金からの支

払いと口座振替との選択によりお支払いいただいているが、年金か

らの支払いについてどのように考えるべきか。



2.給付のあり方について

これまでの委員の主な御意見主な論点

○ 新たな制度における患者負担割合につ

いて、どのように考えるか。

※現行制度における法律上の患者負担割合

・ 75歳以上 :1割 (現役並み所得者は3割 )

・ 70歳～74歳 ;2割 (予算措置で1割に凍

結中)

(現役並み所得者は3割 )

・ 70歳未満 ;3害1

※ 患者負担割合を変更した場合の医療給付費

の影響額

70歳γ74歳 :1割で恒久化 キ2,000億円、

2割で恒久化 -1,600億 円

65歳～69歳 :3割→2割 +3,50o億 円、

3割→1割 +7,200億 円

,新たな制度の給付は必要な医療を保障し、65歳未満は8割給付、65歳 以上は9害1給

付とすべき。(阿部委員 )

,窓ロー部負担は、保険制度の種類に関わらず70歳以上は一律で1割負担とすべき。

(69歳以下2割負担)(小島委員)

・ 国民皆保険を守る観点から、高齢者にもその負担能力に応じた適切な負担を求めるベ

き。(齊藤委員)(再掲)

・ 国民皆保険制度では、世代間の連帯が重要である。若い方の負担が高齢者より大きい

かどうかを比較するのではなく、国民の―生涯を見据えた公平を考えていく必要がある。

(堂本委員)(再掲)

・ 高齢者だけが利益を得るのではなく、たとえ低所得であつても高齢者も国民の一人とし

て少額の保険料を負担するなど、全ての高齢者が一定の負担をすべき。(樋口委員)(再

掲)

・
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日、自己負担については、無駄な受診を減らし、効率化を図ることを目的に徐々に引き上げ

られてきたため、低所得者ほど窓口負担が大きいことを理由に受診を控えているという実

態がある。自己負担が大きいことは病院への治療費未払いの原因の一つにもなつている。

新たな制度においては、自己負担を今よりも引き下げる方向で考えるべき。(近藤委員)

・ 患者負担については、負担の公平性の観点から3割が限界である。現行の高齢者の負

担割合は、原則として、70～74歳は2割、フ5歳以上は1割であるが、どの程度の患者負

担が世代間の公平の観点から適当であるかという議論をすべき。(知事会 (西川代理))

・ 現在の窓口負担は、75歳以上が1割、70歳から74歳は2割、それ以外は3割となつて

いるが、これ以上の負担とすべきではない。(′1ヽ島委員)

・ 現役並み所得者の患者負担については、現役と同じ3割というのは非常に苦しいもの

かもしれない。まず2割負担にして、さらに高額療養費等の適用のところで工夫すべきで

はないか6(対馬委員)



これまでの委員の主な御意見

○ 患者負担については、高額療養費制度により月ごとの限度額を設けるととも

に、70歳以上の高齢者については、以下の措置を講じ、更なる負担軽減を

図つているが、どのように考えるか。

① 被保険者の所得等に応じて4段階(現役世代は3段階)の限度額を設定し

ている。

② 現役世代に比べて限度額を低く設定している。

③ 男1に個人ごとに外来だけの低い限度額を設定している。

④ 全てのレセプトを対象として、限度額を計算している。(70歳未満の方は、

21;000円以上のレセプトのみを対象としている。)

※ 高額療養費のあり方については、社会保障審議会医療保険部会において、現役世

代のあり方も含めて議論を進める。

OA案 (65歳以上の高齢者はすべて国保に加入)及びC案 (65歳 以上の働い

ている高齢者は被用者保険に加入し、その被扶養者は国保に加入)の場合に

は、世帯内で加入する医療保険が別れ:それぞれの医療保険ごとに高額療養

費が計算されることにより、世帯全体としての負担が重くなることがあるが、こ

うした場合、負担軽減策を講じることが必要ではないか。

※ 被保険者の収入、所得、レセプト等に係る情報は保険者ごとに管理していることから、

現在の高額療養費は保険者ごとに限度額の適用及び支給額の算定を行つている。

※ 医療保険と介護保険の双方による負担を軽減するため、平成20年度から開始した

「高額医療・高額介護合算制度」により、年ごとの限度額を設け、負担軽減を図つてい

る。
この制度についても、高額療養費と同様、医療保険上の世帯を単位として限度額の

適用及び支給額の算定を行つている。
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3.医療サTビス

主な論点 これまでの委員の主な御意見

o今 般の診療報酬改定によつて、平成22年度よ

り、75歳という年齢に着目した診療報酬体系は

廃止されることとなつたところ。

・ 後期高齢者診療料
口後期高齢者終末期相談支援料

・ 後期高齢者特定入院基本料 等の全17項 目

○ 今後め高齢者に対する医療サービス等のあり

方については、以下の基本的な視点に立つて取り

組むべきではないか。
・ それぞれの地域において、入院に頼りすぎるこ

となく、切れ目なく必要な医療・介護・リハビリが受

けられる体制を構築することが必要。

・ 必要な医療費は拡充しつつ、かかりつけ医の普

及等を図りながら、効率化できる部分は効率化す

るなど、真に高齢者の立場に立つた医療提供体

制の構築が必要。
・ 高齢者の増加を踏まえ、様々な高齢者の二T
ズに応じた多様なケアの提供体制の充実や医

療・福祉の人材育成をはじめとする長期的・総合

的な構想の策定とモニタリングの仕組みが必要。

※ 医療サービス等のあり方については、平成24年度

の診療報酬・介護報酬の同時改定に向けて、別途設

置する検討の場において、議論を進める。

イギリスでは、医療崩壊と言われる状況から立ち直る際に、NSFと呼ばれる疾

患領域ごとの10カ年の長期計画を策定しており、この中に高齢者医療版という

ものもある。日本版NSFにより、10年後の目標設定を行い、それを実現する手

立てを考えてモニタリングするような考え方を行うべき。(近藤委員)

十日本の医療費を0巨CD平均並みに上げつつ、それ以上に上がらないシステム

について検討していく必要がある。そのために、かかりつけ医制度や終末期相

談支援料が、どのような役割を担えるのか考えていく必要がある。(鎌田委員)

,高齢者は慢性的な疾患を抱えやすく、かかりつけ医制度については、他の先

進諸国と同様、必要である。(宮武委員)

:後期高齢者終末期相談支援料については、導入の仕方に問題があつたが、自

分がどのように最期を迎えるかについて、看護師や医者と相談していくといつた

制度は必要である。(宮武委員)

,病院に頼りすぎていた日本の医療を、自宅や自宅に近い環境で最期まで暮ら

し、看取ることができるような体制に変えていくべき。(宮武委員)

l終末期医療制度は、せつかく国民的合意ができつつある段階で、打ち出し方が

悪く、議論が後退してしまった。新たに国民・高齢者が論議できるようにするべき。

(樋口委員)

・ 新たな制度の医療サービスについては、高齢者の健康維持・諸機能維持に必

要なリハビリについても検討すべき。(樋口委員)

。それぞれの地域において,入院に頼りすぎることなく、切れ目なく必要な医療・

介護・リハビリが受けられる体制を構築することが必要。(神田委員)

・ 75歳に着目した診療報酬体系が廃止されたが、複数の疾患あるいは重複受

診をどう避けて、より効果的な医療にするかが重要である。(神 田委員)

・ 新たな制度のあり方の前提として、救急医療、周産期や小児科医療などをはじ

めとする医療崩壊を防止するために、診療報酬をさらに引き上げ、医療費の総

額を拡大すべき。(阿部委員)

・ 高齢者が医療を過剰に受けているようにも思えるので、医療を受ける高齢者の

あり方についても考える必要がある。(岩見委員)



4.保健サービス等

主な論点 これまでの委員の主な御意見

都道府県単位ぐらいで競争原理がきちつと働くような保

険者機能というものを持つて、そこで3次救急はどうする

か、健康づくり運動はどうするかという対応が適切に行わ

れていくことによつて、国民は安心できるのではないか。

(鎌田委員 )

○ 制度の枠組みによつては、高齢者は地域保険又は被用者保険にカロ入す

ることとなるが、地域保険の場合は、健康診査や健康づくり等の保健事業

は、市町村・都道府県・広域連合のどこが担うべきか。

・ 現在の後期高齢者医療制度においては、一義的には運営主体である広

域連合が保健事業の実施主体となつているが、実際には市町村が広域連

合からめ委託等を受けて実施している。

・ 市町村国保においては、保険者である市町村が保健事業を実施。

※ 実施主体が市町村から広域連合に変わつたこと等により、人間ドックが受けら

れなくなるという問題も生じたところ。

○ 後期高齢者医療制度においては、現役世代の健康診査と異なり、健康

診査の実施は広域連合の努力義務とされた。こうした中で受診率の低下

が生じており、健康診査の実施を義務化すべきではないか。

※ 受診率推移

H19年 1隻 :260/o→ H20年度 ;210/o→ H214F度 ;24%

(19年度・20年度は実績。21年度は各広域連合から提出された

健康診査受診率向上計画に基づく受診率見込み。)



これまでの委員の主な御意見
主な論点

○高齢者の健康づくり

・ これからは健康づくりであれば、健康相談・指導口保健サービ

スといった点が重要になる。(神田委員)

―医療費の増大が見込まれる中で、健全な方法により医療費

の伸びを抑制していくことは重要である。新たな制度において

も、健康づくり事業などの受益と負担を運動させる仕組みを導

入すべき。(知事会(西川代理))

○生活習慣病対策
・ 生活習慣病の予防について、今まで、どちらかというと自治体

任せで国として本腰を入れてやつてこなかつたのではないか。

今回、政府、自治体、医療機関を挙げて予防医療に取り組むと

いう方針を示すべきである。(阿部委員)

・ 高齢者医療確保法に規定されている特定健診や特定保健指

導は非常に斬新な考え方である。20年度は混乱もあつたが、

健保組合としても、保険者機能を発揮しながら積極的に取り組

んでいる。(対 馬委員)

・ 特定健診及び特定保健指導は、保険者機能の強化のために

効果的な取組となつており、更に進めていく必要があるが、健

診等の実施率による支援金の加算・減算の仕組みは、廃止を

含めて見直すべき:(小林委員)

○医療費適正化の事業

・ 広域連合でもジエネリック医薬品を使つた場合の負担軽減額

をお知らせする取組などを、国の支援をいただいてぜひ進めて

いただきたい。高齢者医療費の効率化、高齢者の方の窓口負

担の軽減につながる:(ノト林委員)

○ 高齢者の健康づくりを推進するため、新たにどのような地域にお

・
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.髯驚斉∫璽fF源君箕季行的な事業についでは、重点的な財政
支援を行つているところ。
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「
続き、同様の仕組みが必要ではないか。

※ 特定健診・特定保健指導の今後のあり方については、別途の検討の場

において、議論を進める。
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今後、どのような取組が必要か。




